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土地の購入者が、測量会社が作成した測量
図を信じて購入したところ、隣地との境界に
ついて訴訟を起こされ、測量図に記載された
境界が否定されて損害を被ったと主張し、測
量会社及びその代表者である土地家屋調査士
の共同不法行為（民法709条、719条）に基づ
く損害賠償を求めた事案において、損害賠償
請求が棄却された事例（東京地裁　平成24年
４月12日判決　ウエストロー・ジャパン）

１　事案の概要

○原告Ｘは、Ａ区所在の合計６９．３８㎡（登記
面積）の土地（以下、「本件土地」という。）
の所有者である。
　被告会社Ｙは測量全般を業とする会社であ
り、被告Ｙ１は被告会社Ｙの代表者であり土
地家屋調査士である。
○前提事実
⑴　被告会社Ｙ及び被告Ｙ１（以下「Ｙら」
という。）は、本件土地を測量して、平成１８
年４月５日付確定実測図（以下「本件実測図」
という。）を作成した。
⑵　本件土地の所有権の移転

本件土地は、従前、Ｂ及びＣ（以下「Ｂら」
という。）の所有であったが、平成１８年１月
３１日、株式会社Ｓが、売買により所有権を取
得し、さらに、同年４月１７日、Ｘが、売買に
より、所有権を取得した。
⑶　隣地所有者との間の訴訟

本件土地は、Ａ区ａ丁目ｂ番ｃ及び同番ｄ
の土地（以下、併せて「隣地」という。）に

接していたところ、平成２０年４月ころ、隣地
の所有者であったＤから、本件土地と隣地と
の境界が本件実測図の記載どおりではないこ
とを前提とする訴訟（以下「別件訴訟」とい
う。）が提起され、平成２２年８月２７日、Ｄの
請求を認容する判決が言い渡された。Ｘは控
訴をしたが、平成２３年４月２２日、ＸとＤとの
間で、高裁において、Ｄの主張する線を境界
として、Ｘの所有地とＤの所有地を画するこ
とを確認することなどを内容とする和解が成
立した。
⑷　その結果、Ｘは、２．１６㎡の土地を失い、
その土地に設置した時間貸駐車場の機器類を
移設することとなった。
　そこで、ＸがＹらに対して、共同不法行為
に基づく損害賠償３６４万余円を求めた。

２　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、原告Ｘの
請求を棄却した。
⑴　証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア　被告会社Ｙは、Ｓから本件土地の測量の
依頼をされ、平成１８年３月ころ本件土地の測
量をした。その過程で、被告会社Ｙは、本件
土地と隣地のとの境界付近に御影石（以下「本
件御影石」という。）を発見した。
イ　被告Ｙ１は、同月２４日、Ｓの担当者、Ｄ、
Ａ区の担当者ら本件土地の周辺の地権者らに
境界立会いを求めた。その際に、被告Ｙ１は、
本件御影石は境界石として設置されたもので
あると考えられる旨の説明をしたが、Ｄが、
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明確な反対の意思を表明することはなかっ
た。
ウ　被告会社Ｙは、同年４月５日、本件御影
石が境界石である前提で本件実測図を作成
し、本件土地周辺の地権者の同意を得て、境
界確認書に押印を得るため、ＤやＳを含めた
全関係者に本件実測図を送付した。
エ　同月１７日、ＸはＳから本件土地を購入し
た。
オ　ところが、同月２５日、Ｄから、Ｙらに対
し、本件実測図では本件土地と隣地との境界
に異議があり、同意できない旨の書面が出さ
れた。
カ　その後、同年６月８日に、Ｓの社長、被
告Ｙ１、Ｄらが立ち会って、現地で再度確認
をしたが、境界について合意に至らなかった。
　Ｙらは、同年７月１１日、Ｓに対し、同年３
月２４日の立会状況等についての報告書を提出
し、同年８月３日、Ｘに対しても、報告書を
提出した。
⑵　Ｘは、Ｙらが、本件土地の境界について
Ｄの確たる同意がないのに「確定実測図」を
作成し、かつそれを外部に流出させた（十分
な注意義務をもって本件実測図を作成して公
にすべきなのにこれを怠った）と主張する。
しかしながら、上記認定事実によれば、本件
実測図は、平成１８年３月２４日の本件土地の周
辺土地の関係者の立会いを元に境界を確認し
た結果を元に作成されたものであり、本件実
測図を作成する過程で、ＹやＹ１に過失があ
るとは認められない。また、上記認定事実に
よれば、本件実測図は、最終的に境界確認書
を作成する前提として、Ｓを含む関係者に送
付されたものであって、仮にＸがこれを元に
本件土地を購入したのだとしても、Ｙらは、
Ｓが境界確認書が作成される前に、本件実測
図によって、本件土地をＸに売却することは
予想していなかったものであり、Ｙらに責任

があるとは認められない。
　また、Ｘは、Ｙらが測量時にＳ及び前所有
者Ｂらに境界の確認を求めなかったことを指
摘するが、上記認定事実によれば、Ｙらは、
Ｓの確認は得ているし、また、Ｙらが、本件
実測図を作成するにあたって、前所有者のＢ
らの確認を得る必要があったとは認められな
い。
　さらに、Ｘは、ＹらがＤからの異議が出た
後に、境界紛争につき解決を怠ったことが注
意義務違反であると主張するが、Ｓから測量
を依頼されたに過ぎないＹらに、Ｄから境界
につき同意を得る義務があるとは認められな
いのであって、Ｙらに注意義務違反があると
はいえない。

３　まとめ

　本件は、転売取得した土地の現所有者が、
隣地の所有者から境界をめぐり訴訟を提起さ
れて損害を被ったため、当該土地の前所有者
から依頼されて確定実測図を作成した測量会
社及び土地家屋調査士に対して、不法行為責
任に基づく損害賠償を請求した事案である。
裁判所は、測量会社及び土地家屋調査士は、
経緯等からみて、不法行為責任を負わないと
判断したものであり、認定事実からみても、
直接の依頼関係にない測量会社及び土地家屋
調査士に対する責任追及には困難があったも
のと思われるが、土地の境界争いに関する事
例として参考になるものと考えられる。




